
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
【条件設定例】 

アロマセラピー業務に関する施設・生産物に関する身体・財物賠償 1 名・1 事故・年間総てん補限度額 3000 万円、受
託財物に関する賠償てん補限度額 300万円（1事故免責 3000 円）20事業者以上加入の団体割引５％適用 

（注）本ﾁﾗｼは、NPO 法人関西ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ・ﾌｫｰﾗﾑに所属される会員の方を対象とした団体契約です。加入にあたり団体

構成員確認をさせていただきます。また、保険期間は団体契約で始期、終期が同一となります。 

 
 

 
 


